
内 

閣 

府
、
総 

務 

省
、
財 

務 

省
、 

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
三
号 

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環 

境 

省 

 

 

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項 

 

及
び
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
別
表
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る

業
種
と
定
め
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

別
表 一 

次
に
掲
げ
る
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業 

イ 

武
器
又
は
武
器
の
使
用
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
（
輸
送
、
通
信
、
補
給
、
救
援
又
は
捜
索
を
含
む
。
）
若
し
く
は 

武
力
攻
撃
に
対
す
る
防
御
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
物 

総
理
府
、
大 

蔵 

省
、
文 

部 

省
、 

厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、 

運
輸
省
、
郵 

政 

省
、
労 

働 

省
、 

建
設
省 



ロ 

航
空
機 

ハ 
人
工
衛
星
（
地
球
を
回
る
軌
道
の
外
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
飛
し
ょ
う
体
及
び
天
体
上
に
置
か
れ
る
人
工
の
物
体
を
含 

む
。)

 
、
ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
打
上
げ
、
追
跡
管
制
若
し
く
は
利
用
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
装
置
又
は
推

進
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料 

ニ 

原
子
炉
、
原
子
力
用
タ
ー
ビ
ン
、
原
子
力
用
発
電
機
又
は
核
原
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
物
の
附
属
品
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
そ
の
附
属
品
の
部
分
品
、
こ
れ
ら 

の
製
作
に
使
用
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
素
材
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
用
の
装
置
、
工
具
、
測
定
装
置
、
検
査
装
置
若 

し
く
は
試
験
装
置 

二 

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
物
の
小
分
類
九
〇
一
―
機
械
修
理
業
（
電
気
機
械
器
具
を
除
く
）
及
び
小
分
類
九
〇
二 

―
電
気
機
械
器
具
修
理
業 

三 

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
使
用
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
小
分
類
三
九
一
―
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
業 



四 

細
分
類
〇
五
一
九
―
そ
の
他
の
金
属
鉱
業
（
核
原
料
物
質
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

五 
小
分
類
三
三
一
―
電
気
業
（
原
子
力
発
電
所
を
保
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

六 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る 

貨
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業 

七 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
設
計
及
び
製 

造
に
係
る
技
術
（
公
知
の
技
術
で
あ
っ
て
、
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八 

号
）
第
九
条
第
二
項
第
九
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

）
を
保
有
す
る 

次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
業
種 

イ 

大
分
類
Ｅ
―
製
造
業 

ロ 

小
分
類
三
九
一
―
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業 

ハ 

小
分
類
七
一
一
―
自
然
科
学
研
究
所 

ニ 

小
分
類
七
四
三
―
機
械
設
計
業 



ホ 

小
分
類
七
四
四
―
商
品
・
非
破
壊
検
査
業 

ヘ 
小
分
類
七
四
九
―
そ
の
他
の
技
術
サ
ー
ビ
ス
業 

備
考 

こ
の
表
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
十
月
総
務
省
告 

示
第
四
百
五
号
）
の
分
類
表
に
従
っ
て
い
る
。 


